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このグラフは、全国における特別支援学校、特別

支援学級、通級による指導対象者数の推移を表した
ものです。
平成19年度より特別支援教育がスタートしました

が、その頃より、これらの対象者数が急増しているこ
とが分かります。
義務教育段階の児童生徒数は、年々減少傾向に

ありますが、特別支援教育対象者数は、年々増加傾
向にあります。
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これは、特別支援教育の対象の概念図です。
平成27年度、全児童生徒数１００９万人であり、年々減
少傾向にあります。
一方、特別支援学校在籍者約７万人（0.69％）。特別

支援学級在籍者約２０万１千人（2.00％）。通級による指
導を受けている者約９万人（0.89％）。など、特別支援教
育の対象者は約36万２千人（3.58％）であり、年々増加
傾向にあります。
また、平成24年に文部科学省が行った調査から、小・

中学校の通常の学級に特別な支援を必要とする児童生
徒の存在も明らかになっています。
このような状況の中、障害のある子供と障害のない子

供が共に学ぶ仕組みの構築が求められています。
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平成18年に国連総会において採択された「障害
者の権利に関する条約（第24条）」に、インクルー
シブ教育システムについて、以下のように示されて
います。インクルーシブ教育システムの「インク
ルーシブ」とは、「包含する。含まれる」という意味
です。
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インクルーシブ教育システムにおいては、障害のあ

る子供とない子供が、同じ場で共に学ぶことを追求す
るとともに、個別のニーズのある子供に対して、その
時点で教育的ニーズに最も的確に答える指導を提供
できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要で
す。
そこで、小・中学校における通常の学級、通級によ

る指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続
性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要
です。
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インクルーシブ教育システムの本質的な視点は、障

害のある子供と障害のない子供が、授業内容が分か
り、学習活動に参加している実感・達成感を持ちなが
ら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けて
いけるかどうか、ということです。
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平成28年４月施行された「障害者差別解消法」では、
主に次のことを定めています。

①国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者
による「障害を理由とする差別」を禁止すること。

②差別を解消するための取組について政府全体の方
針を示す「基本方針」を作成すること。

③行政機関等ごと、分野ごとに障害を理由とする差別
の具体的内容等を示す「対応要領」・「対応指針」を
作成すること。

が定められています。
国公立学校においては、合理的配慮の提供が義

務付けられました。
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合理的配慮とは、

障害のある子供が、他の子供と平等に「教育を受

ける権利」を享有・行使することを確保するために、学
校の設置者や学校が必要かつ適当な変更・調整を行
うことであり、その状況に応じて、学校教育を受ける
場合に個別に必要とされるものである。

と障害者の権利に関する条約に示されています。
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合理的配慮の観点は「共生社会の形成に向けたイン
クルーシブ教育システム構築のための特別支援教育
の推進（報告）」で３観点１１項目に整理されています。

１つ目の観点は、教育内容・方法です。
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２つ目の観点は、支援体制です。

３つ目の観点は、施設・設備です。
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合理的配慮の具体例としては、このようなも
のが考えられます。
なお、合理的配慮は障害の状態や環境等に

応じて提供されるものであるため、多様性があ
り、かつ、個別性が高いものです。これらはあ
くまでも例示です。
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基礎的環境整備とは、合理的配慮の基礎となるも
ので、法令に基づき又は財政措置等により国は全国
規模で、都道府県は書く都道府県内で、市町村は各
市町村で、それぞれ行う教育環境の整備のことです。

合理的配慮と基礎的環境整備の関係は、このよう
に表されます。

合理的配慮は、基礎的環境整備を基に個別に決定
されるものであり、それぞれの学校における基礎的環
境整備の状況により、提供される合理的配慮も異なり
ます。
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これまでの情報を基に演習に取り組みます。

「これってどうなの？合理的配慮 」
これから合理的配慮に関する ３つの問題を言いま
す。○か×を考えて、右の□に答えを書いて
みてください。

第１問 診断書等がない子供の場合は、合理的配慮
を提供する必要はない。
第２問 本人・保護者の意思の表明がない場合は、合
理的配慮を提供する必要はない
第３問 本人・保護者から意思の表明のあった合理的
配慮については、全て提供しなければならない。

近くの先生方と意見交換をし、考えてみてください。
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１ 「診断書がない子供の場合は合理的配慮を提供す
る必要はない」について説明します。

合理的配慮の対象となる障害者の定義は、障害者基
本法第２条第１号に以下のように、定義されています。

身体障害者、知的障害、精神障害その他心身の機能

の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により
継続的な日常生活または社会生活に相当な制限を受
ける状態にあるもの

診断書や障害者手帳等の有無は、判断の基準ではな
い。

とあります。

つまり、診断書や障害者手帳等がなくても、社会生活
に制限を受ける状態にある場合は、合理的配慮を提供
する必要があります。第１問は×です。
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２ 「本人・保護者の医師の表明がない場合は、合理
的配慮を提供する必要はない」について説明します。

意思の表明がない場合であっても、社会的障壁の除
去を必要としていることが明白である場合には、法の
趣旨に鑑みれば適切と思われる配慮を提案するため
に建設的対話を働きかけるなど自主的な取組に努め
ることが望ましい

とあります。

つまり、十分な教育を受けられるかどうかの視点から
判断し、意思の表明がない場合であっても、必要な場
合は提供する必要があります。第２問も×です。
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３ 「本人・保護者から意思の表明のあった合理的配
慮については全て提供しなければならない」について
説明します。

基礎的環境整備の状況により、提供される合理的
配慮も異なる。

基礎的環境整備についても、合理的配慮と同様、体
制面、財政面を勘案し、均衡を失した又は過度の負担
を課すものではない。

とあります。

つまり、意思の表明があった場合でも全て提供でき
ない場合もあります。第３問も×です。
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合理的配慮は、本人・保護者の意思の表明を受け
て、合意形成を図りつつ、合理的配慮を検討・決定し
ていきます。

具体的には、このようなことを検討し決定していきま
す。

検討の結果、理にかなっていなければ、本人・保護
者からの要望のあった内容について、提供できない場
合もあります。

その場合、引き続き、十分な情報提供を行うと共に、
その子供に十分な教育を提供する視点から、代替の
合理的配慮について、合意形成を図っていくことが重
要です。
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これは、文部科学省から出されている合理的配慮の提供のプ
ロセスです。本人や保護者からの意思の表明や、学校での様子
や前年度までの引継ぎ内容から考えられる支援を取り入れます。

Pの段階では、対象児童生徒の実態を把握し、必要な支援に
ついて調整したり、検討したりします。本人や保護者の同意が得
られた合理的配慮の内容は、決定事項として個別の教育支援
計画に明記します。
Dの段階では、個別の指導計画とも関連させながら、決定した
合理的配慮の内容を実際の指導場面でどのように取り入れる
か考え、実際に提供します。
Cの段階では、支援内容を評価し、見直します。合理的配慮の
内容や個別の指導計画の目標や手立て等を再検討して、必要
に応じて変更を行い、本人や保護者と合意形成を図ります。
Aの段階では、次年度に必要な対象児童生徒の障害特性や
有効な支援等を引き継ぎます。

このように、一人一人の教育的ニーズに合った合理的配慮の
提供ができるように、随時、支援会議（ケース会議）を開催し、関
係者や保護者と連携を図ったり、PDCAサイクルで個別の教育
支援計画及び個別の指導計画を活用したりしながら合理的配
慮を提供することで、インクルーシブ教育システム構築に向けた
より良い連携と充実を図ります。

校内研修配付資料解説 -18

平成28・29年度 佐賀県教育センター 小・中学校特別支援教育


